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ご
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l
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t

.

∫
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三
芳
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閃
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を
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凝
近
.
紅
海
ー
練
る
抵
轡
の
遠
藤
と
立
地
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声
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よ
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駿
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滑
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な
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富
農
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√
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～

r

t

T

r

1

1

持
レ
ナ
つ
'
土
施
利
用
の
面
に
お
い
て
秩
序
あ
る
?
.
博
と
町
民
菰
社
の
増
進
を
図
る
｡

公
益
性
を
鹿
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Y
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.
鵡
蟻

妄

鼻
数

(
役
負
の
任
期
)

莞
各
役
員
の
任
期
は
,
二
年
と
す
る
｡
た
だ
し
､
補
欠
の
役
員
の
任
期
は
･
前
任
者
の
残
任
期

′

ノ

間

と

す

る

.

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一

之
　
役
鼻
は
･
帯
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
｡

/

＼

(

役

員

の

来

任

の

･

禁

止

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

､

第
十
条
　
理
芸
び
監
事
は
･
相
互
に
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
o

(
役
貞
の
解
伴
)

F
#
十
一
密
蒜
町
長
は
,
役
員
が
心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
の
-
に
堪
え
な
い
と
認
め
ら
れ
る

′

誓
文
は
覧
蒜
空
の
義
務
連
反
そ
の
他
役
員
た
-
速
し
な
い
非
行
が
あ
る
と
慧
る
場

l

合
把
は
そ
の
伏
兵
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

(
職
長
の
任
免
‥

l

琴
十
l
姦
　
職
員
の
任
免
は
･
海
事
長
が
行
な
う
P

(
兼
戟
の
蕪
止
)
A

苧
三
条
常
任
の
役
-
び
-
は
-
長
の
-
-
け
な
け
れ
ば
営
利
-
的
と
す
る
買

ヽ
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の
役
員
と
な
り
､
･
攻
は
自
ら
営
利
事
業
に
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
｡

第

二

二

　

壷

　

　

理

　

　

事

　

会

.

(

設

置

及

び

構

成

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

.

弟
十
四
粂
　
i
J
の
土
地
酪
発
公
社
に
嘩
事
会
を
僚
く
O
　
＼

i
l
　
辱
事
会
は
､
理
事
を
も
っ
て
梅
成
す
る
Q

(
顎
決
事
項
)

一

鼻
か
五
条
　
次
に
掲
げ
る
事
項
は
､
理
事
会
の
群
決
を
経
な
け
れ
ほ
な
ら
な
い
o

J
へ
　
定
款
の
変
更

･

/

t
r
.
毎
事
業
年
度
の
予
算
'
専
業
計
圃
及
び
資
金
計
画

I
I
r
　
毎
事
葉
年
度
の
財
産
日
録
､
貸
借
対
照
表
､
損
益
計
算
春
及
び
事
業
報
常
亭

喝
　
規
程
の
制
浸
又
は
'
改
正
若
し
+
/
は
廃
止
･

＼

五
､
規
程
に
よ
う
逸
事
会
の
梅
隈
に
遍
せ
し
め
ら
れ
た
事
項

六
､
そ
の
他
こ
の
土
地
鞄
発
公
社
の
運
営
上
､
艶
番
長
が
重
車
と
寵
､
め
る
事
項

ヱ
　
取
項
爵
l
号
に
絡
げ
る
事
痩
匹
つ
亘
て
は
､

よ
る
｡

出
席
理
事
の
三
分
の
二
以
上
の
決
す
る
と
こ
ろ
に

職
　
場

霊

.

･

　

一

9[･.
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慧

一

　

　

事

●
　
●

/
ヾ

●

　

●

(
蒋
集
)

第

十

六

粂

　

理

事

会

は

･

･

理

事

長

が

召

集

す

る

.

　

　

　

一

之
　
誓
又
は
監
事
か
ら
套
-
月
的
た
る
事
項
-
し
て
-
負
-
集
の
要
求
が
あ
っ
た
と
き

は
領
事
長
は
､
こ
れ
を
凝
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
ノ
な
い
o
･

ヱ
慧
会
芸
集
す
る
に
は
,
-
-
し
･
余
事
の
日
的
た
る
事
項
及
び
そ
の
竃
並
.
び
忙
日

時
悪
場
所
を
示
し
て
､
あ
ら
か
じ
め
文
事
-
っ
て
通
知
′
し
な
け
れ
ば
嘗
な
い
｡

(
最
事
)
′

警
七
粂
　
理
事
会
の
鼓
長
は
,
理
事
長
を
も
つ
て
こ
■
れ
に
あ
て
る
｡

そ
慧
金
は
･
理
事
の
葦
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
金
-
開
く
竃
が
で
き
な
い
.

且
慧
会
の
雷
は
,
こ
の
定
款
忙
特
別
農
芸
あ
る
-
の
･
ほ
か
定
席
望
め
過
半
警

】

も
っ
て
決
し
･
可
否
同
数
の
と
き
は
欝
長
の
決
す
r
P
･
U
こ
ろ
に
ょ
る
｡

ド

長
は
理
事
草
し
て
蕎
決
に
加
わ
る
権
知
を
有
し
な
い
｡

銭
　
監
事
は
･
理
事
会
に
出
席
し
て
意
見
を
遜
べ
る
こ
と
が
で
き
る
｡

八
番
面
表
決
等
)
､

こ
の
浪
合
に
お
い
て
'
蘇



冒
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l

筆
九
条
や
′
む
を
得
な
い
-
の
た
め
理
事
会
に
出
席
で
き
な
い
-
は
'
あ
ら
か
じ
め
悪
さ

∫

芸
事
項
に
√
つ
い
て
専
面
を
も
っ
て
-
し
､
叉
は
他
の
-
-
表
と
し
て
表
決
芸
任
す
る

こ
と
が
で
き
る
･
こ
の
-
忙
お
い
て
-
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
'
理
芸
昌
席
し
た

も
Q
と
み
な
す
｡

(

欝

事

錬

)

/

苧
九
条
壷
-
の
-
-
い
て
は
,
次
に
絡
げ
る
事
項
-
載
し
た
聖
霊
作
成
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
｡

r

　

金

券

の

日

時

及

び

場

所

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

/

●

一
1
　
理
事
の
現
在
数

呈
,
会
議
に
出
席
し
た
理
事
の
氏
名

q
　
幕
決
事
項

K

蔑

事

の

経

過

ヱ
警
爵
位
は
,
出
席
-
の
ぅ
ち
か
ら
･
そ
の
金
鉄
-
い
て
選
出
さ
れ
た
要
望
名
人
二

人
以
上
が
最
長
と
と
も
に
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

＼

●
　
●

⊥

●

　

●
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I
/
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●

　

●

∫
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第

　

　

四

(
業
務
の
範
囲
)

章

　

　

　

業

務

及

び

執

行

第
二
十
条
　
こ
の
土
地
開
発
公
社
は
､
弟
f
集
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
､
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行

な
う
｡

t
　
公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
軒
す
る
法
律
蒜
和
四
十
七
年
法
律
第
i
'
+
六
号
o
以
下
｢
法
J

と
い
う
β
F
)
第
十
七
粂
第
1
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務

F

I

ノ

ニ
　
汝
第
十
七
粂
舞
二
項
各
卓
に
鵜
げ
る
業
務

(
業
務
の
執
行
)

弟
二
十
妄
　
こ
の
土
地
開
発
公
社
の
業
務
の
執
希
に
関
し
必
要
な
屠
項
は
,
こ
か
定
款
に
定
め
る

も
の
■
の
ほ
か
'
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
｡

イ

第

　

　

五

　

　

章

　

　

　

基

本

財

車

の

額

そ

の

他

資

産

及

び

会

計

(
資
産
)



/
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第
二
十
二
条
　
こ
の
土
地
莞
公
社
の
資
産
は
､
･
基
-
産
及
び
雷
財
産
と
す
る
｡

-
エ
･
手
の
土
煙
開
発
公
社
の
基
本
財
産
の
L
額
は
･
三
百
万
円
と
す
る
｡
J

j
　
碁
本
財
産
は
､
妄
全
か
つ
鹿
契
な
方
法
に
よ
｡
管
-
る
も
の
と
し
,
こ
れ
を
と
｡
く
ず
し
て

I

は
ぬ
ら
一
な
い
｡
､

(
革
帯
年
度
†

第
二
.
十
i
r
1
条

目
に
柊
r
r
!
C

こ
の
孟
開
発
公
社
の
事
業
年
度
は
,
毎
年
-
言
k
始
-
-
三
月
三
十
f

(
予
算
事
諜
計
粛
等
)

空
十
四
粂
r
L
空
地
開
発
公
社
雪
毎
事
業
貫
予
算
,
事
業
計
-
び
資
金
計
画
を
作
成
し
･

芸
事
業
年
度
の
蒜
前
-
-
長
の
泉
-
受
け
.
誇
れ
は
な
若
い
｡
こ
れ
を
変
更
し
よ

与
と
す
る
と
き
f
同
月
と
す
か
一

(
対
務
諸
衰
･
)

･
竺
十
芸
こ
の
土
諾
-
社
慮
､
-
葉
年
度
の
讐
後
二
カ
月
以
円
に
財
警
鐘
､
芸

-

こ
｣

番
/
緋

/

′

-

●

　

　

■

●

　

●



二亡

-　p　ー- ･-･　　一･ -･一二一　---

-gT

■

.

▼

●

　

　

■

●

　

●

J
J

●

　

●

対
解
義
､
損
益
計
算
奉
及
び
音
楽
報
告
書
を
作
成
し
､
監
事
の
意
見
を
つ
け
て
､
こ
れ
を
三
部
町

長
に
提
出
.
し
な
け
れ
は
な
ら
な
い
｡

(
利
益
及
び
損
失
の
処
瑚
)

第
二
十
大
桑
　
こ
の
土
地
開
発
公
社
は
'
毎
事
業
年
度
の
損
益
計
算
上
利
益
を
生
じ
た
と
き
は
'
前

草
葉
年
度
か
ら
繰
り
越
し
た
損
失
を
-
め
'
な
お
残
余
が
あ
る
と
き
は
､
そ
･
の
残
余
の
額
は
'
準

備
金
と
し
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

よ
　
こ
の
土
地
群
発
公
社
は
'
.
毎
草
葉
年
度
の
撹
益
計
算
上
損
失
を
生
じ
た
と
き
は
'
前
項
の
規
定

に
よ
る
準
備
金
を
減
額
し
て
整
理
も
'
な
お
不
足
が
あ
る
と
き
は
'
そ
の
不
足
額
は
繰
越
女
損
金

【

ー

と
し
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
･

(
余
裕
金
の
運
用
)

弟
二
十
七
粂
　
こ
の
土
地
勘
発
公
社
は
､
次
の
方
法
に
よ
る
ほ
か
'
業
務
上
の
余
裕
金
を
運
用
し
て

∫

は
な
ら
な
い
.

7
.
,
臨
債
又
は
､
地
方
債
の
板
得

こ
J
　
郵
便
貯
金
又
は
'
銀
行
､
そ
L
の
地
主
務
大
臣
の
指
定
す
る
金
融
機
関
<
の
預
金



一つ-

./

(
予
算
の
弾
力
連
用
)

竺
十
八
桑
　
野
番
長
は
､
第
十
五
条
b
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
,
業
務
量
の
増
加
に
よ
り
業
務
の
た

-
め
直
接
必
要
な
経
貴
叱
不
足
が
生
じ
た
と
き
は
､
三
歩
町
長
の
東
謡
を
得
て
･
当
露
業
務
量
の
増

加
賢
り
増
加
す
る
収
r
<
に
相
当
す
る
金
額
を
,
､
当
該
経
費
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
o
こ
d

壷
合
に
お
い
て
は
'
讐
芸
は
次
の
敷
革
会
に
お
い
て
,
そ
の
旨
を
凝
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o

鼻

　

大

　

草

　

　

　

雑

　

　

　

則

(
解
散
)

讐
十
九
条
　
こ
の
義
朗
発
奮
は
,
-
会
で
出
雷
撃
の
四
分
の
三
-
の
同
意
竃
た
う

え
､
三
朝
町
鼓
会
の
誤
決
を
経
,
鳥
取
県
知
事
の
認
可
を
受
け
た
と
き
に
解
散
す
る
D

ユ
こ
の
土
地
望
公
社
が
解
徹
し
た
場
合
-
い
て
､
債
務
を
弁
済
し
て
･
･
な
お
票
財
産
が
あ

る
と
き
は
'
当
鼓
財
産
は
三
朝
町
に
帰
属
す
る
も
の
と
す
る
｡

(
規
程
へ
の
重
任
)

I

弟
三
十
粂
　
こ
の
志
望
公
社
違
皆
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
･
こ
の
発
雷
び
第
二
十
宗

の
魚
篭
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
,
境
種
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
｡

●

　

●

●

　

●
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r
環

轟

　

義

｣

･

ノ

●

　

●

附

､

則

(
施
行
期
日
)

/
　
こ
の
定
款
は
,
こ
の
土
地
開
発
公
社
の
成
立
の
日
か
ら
施
行
す
る
｡

(
最
初
の
夜
員
の
任
欺
)

よ
　
こ
の
土
地
-
公
社
篭
初
の
芸
の
任
慧
､
莞
条
の
規
定
に
か
か
わ
寺
､
三
芳
長

ヽ

が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
｡

′

′

(
挙
動
の
事
業
年
度
)

ヱ
　
こ
の
土
地
騨
発
公
社
の
最
初
の
事
業
年
度
は
､
第
二
十
三
条
の
規
定
に
＼
か
か
わ
ら
ず
'
こ
の
土

＼
地
開
発
公
社
の
成
立
の
日
か
ら
南
都
四
十
九
年
三
月
三
十
1
日
ま
で
と
す
る
｡

＼
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●

　

●

丁

+
i

三

朝

町

土

地

開

発

公

社

定

款

　

(

莱

)

　

　

　

′

j

儲

　

　

1

　

　

章

　

　

捻

　

　

則

(
日
的
)

界
一
条
　
こ
の
土
地
開
発
公
社
･
は
'
.
公
共
用
地
'
公
用
地
等
の
顎
得
､
.
管
理
､
勉
分
等
を
行
な
-
こ

と
に
よ
り
'
地
域
の
秩
序
あ
る
生
傍
.
と
､
公
共
の
福
祉
の
痩
進
に
寄
与
す
る
こ
と
か
目
的
と
す
る
.

(
名
称
)

第
.
二
条
　
こ
の
土
地
開
発
偲
杜
は
､
三
朝
町
土
地
押
発
公
社
と
称
す
る
｡

(
設
立
団
体
)
■

第
三
粂
　
こ
の
土
壁
触
発
公
社
の
設
立
団
体
は
､
三
朝
町
と
す
る
｡

(
事
務
所
の
所
在
地
)

舞
四
条
　
こ
の
土
地
阪
発
公
社
は
､
事
務
所
を
鳥
取
県
東
伯
都
三
部
町
大
字
三
部
九
首
七
十
三
番
地

の
　
7
　
に
常
ぐ
｡

バ
公
告
の
方
法
)

一

第
五
粂
ー
こ
の
土
樽
隣
発
公
社
の
公
告
は
'
′
三
軒
町
公
資
式
展
例
蒜
和
F
g
L
+
五
年
典
例
集
山
号
)



ー　LL　一

r
r
々

に
定
め
る
掲
示
虜
に
梅
示
し
て
行
な
う
｡

第

　

二

　

牽

　

　

役

員

及

び

職

員

(
役
員
)

～

第
六
粂
t
,
)
の
土
地
開
発
公
社
に
､
次
の
役
員
を
麿
く
0

1

　

理

　

事

　

十

人

以

内

(

-

ち

埋

草

艮

7

人

及

び

副

理

事

轟

1

人

)

｣

.

1

1

　

監

　

事

　

二

人

見

巧

　

　

　

-

(
役
員
の
野
路
及
び
強
腰
)

窮
七
番
　
蓮
華
長
は
､
こ
G
.
十
品
開
発
公
社
を
代
属
し
･
そ
の
革
帯
を
庵
錘
す
る
.

ユ
副
霊
長
は
､
署
長
を
補
佐
し
て
こ
の
土
地
開
発
公
社
の
業
務
-
-
･
芸
長
芸
故

I

が
あ
る
寺
は
､
そ
窟
務
を
代
-
,
叉
は
理
事
長
が
欠
け
た
と
き
は
､
そ
の
職
務
を
行
な
う
い

ヽ

且
　
雷
は
､
霊
の
慧
る
と
こ
ろ
に
よ
り
･
-
-
-
-
の
豊
を
盤
壷
す
る
o

鶴
壷
革
は
'
民
声
(
明
治
二
十
九
年
汝
捧
募
八
十
九
号
)
弟
五
十
九
条
の
職
者
を
行
な
う
｡

(
役
月
の
任
命
)

＼

鼻
<
粂
　
琴
事
及
び
監
事
は
､
三
申
町
長
が
任
命
す
る
.

ユ
理
事
長
及
び
軸
埋
草
長
は
､
理
事
･
の
す
も
か
ら
主
部
町
長
が
任
命
す
る
･

●

　

●

E
,
州
1

一
義

●

　

●


